
協議第３８号 

 

 
   議会議員の定数及び任期の取扱いについて 

 

 

 議会議員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり確認を求める。 

 

 

  平成１５年８月１４日提出 

 

 

              西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会 

                        会長 伊 藤 宏 太 郎 

 

 

 

記 

 

議会議員の定数及び任期の取扱いについて 

議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項の規
定を適用し、平成１８年５月３１日まで新市の議会議員として引き続き在任
する。 
地方自治法第９１条第２項の規定による新市の議会議員の定数は、３４人

とする。 
新市においては、合併後最初の選挙に限り、公職選挙法第１５条第６項に

規定する選挙区を合併前の関係市町の区域ごとに設けることとし、各選挙区
及びその定数は次のとおりとする。 
西条市の区域１７人、東予市の区域１０人、丹原町の区域４人、小松町の

区域３人 

 

 

 

 

 

※付属資料（その４）Ｐ．１～５参照 
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西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会の調整方針説明資料 

協 議 項 目 議会議員の定数及び任期の取扱いについて  細 項 目 

事 務 事 業 名  専門部会名 議会事務局部会 分 科 会 名 議会事務局分科会 

調 整 方 針 

議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項の規定を適用し、平成１８年５月３１日まで新市の議会議員として引き続き在任する。 

地方自治法第９１条第２項の規定による新市の議会議員の定数は、３４人とする。 

新市においては、合併後最初の選挙に限り、公職選挙法第１５条第６項に規定する選挙区を合併前の関係市町の区域ごとに設けることとし、各選挙区及びその定数は次のとおりとする。 

西条市の区域１７人、東予市の区域１０人、丹原町の区域４人、小松町の区域３人 

１．議会議員の定数及び任期等 

 （１）議員定数 

区   分 西条市 東予市 丹原町 小松町 計 新 市 

法定定数 ３０人以内 ２６人以内 ２２人以内 １８人以内 ９６人以内 ３４人以内 

条例定数 ２６人 ２０人 １６人 １６人 ７８人 ― 
定  数 

（平成15年4月1日現在） 
現員数 ２６人 ２２人 １６人 １６人 ８０人 ― 

議員の任期 
自：平成15年 5月 2日 

至：平成19年 5月 1日 

自：平成16年 1月 1日 

至：平成19年 12月 31日 

自：平成13年 9月 1日 

至：平成17年 8月 31日 

自：平成15年 8月 25日 

至：平成19年 8月 24日 

 
― 

合併の期日（平成16年 11月 1日）までの 

在任期間 
１年６ヶ月 １０ヶ月 ３年２ヶ月 １年２ヶ月 

 
― 

１年７ヶ月在任特例した場合の在任期間 ３年１ヶ月 ２年５ヶ月 ４年９ヶ月 ２年９ヶ月 
 

― 

※東予市の条例定数は、平成１６年１月１日から適用される。 

 

２．調整方針に基づく議会議員の定数及び任期の取扱い 

 

区 分 議員数 合併期日（平成１６年１１月１日）から平成１８年５月３１日まで 平成１８年６月 １日から平成２２年５月３１日まで 

西条市 ２６人 

東予市 ２０人 

丹原町 １６人 

小松町 １６人 

 

 

              全議員在任（１年７ヶ月） 

       ７８人 

定数３４人とし、小選挙区制で選挙（任期４年） 

西条市の区域 １７人 

東予市の区域 １０人     

丹原町の区域  ４人     

小松町の区域  ３人     

                計   ３４人 
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西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会の調整方針説明資料 

協 議 項 目 議会議員の定数及び任期の取扱いについて  細 項 目 

事 務 事 業 名  専門部会名 議会事務局部会 分 科 会 名 議会事務局分科会 

調 整 方 針 

 

 

３．新市の議会議員の定数及び任期の選択肢 

 

区   分 選   挙 定   数 任   期 根 拠法令 備   考 

地方自治法第９１条の規定による

方法 

合併の日から５０日以内条例で定

めた定数に基づき選挙を行う。 

定数は、条例で３４人を超えない

範囲で定める。 
４年 

（補欠選挙あり） 

原  則 
選挙区を設ける方法 合併関係市町の協議により、選挙

区を設け、合併の日から５０日以

内に選挙を行う。 

選挙区の定数は、上記定数を人口

（国調人口）に比例して算定し、

条例で定める。 

４年 

（補欠選挙あり） 

公職選挙法 第１５条 

      第３３条 

地方自治法 第９１条 

      第９３条 

     第２５４条 

① 定数は、あらかじめ関係市町の協議により、
関係市町議会の議決を要す。（合併議決の際、議
決） 
② 選挙区の設置及び定数は、関係市町の協議に
より定める。（合併議決の際、議決） 
③ 条例は、合併後職務執行者により専決処分さ
れる。 

合併特例法第６条第１項（定数特

例）の規定による方法 

合併の日から５０日以内条例で定

めた定数に基づき選挙を行う。 

合併関係市町の協議により定数

（３４人以内）の２倍を超えない

範囲で定数を増加することができ

る。合併後最初の選挙に限る。 

４年 

（補欠選挙あり） 

定数特例 
上記の特例を適用し、選挙区を設

ける方法 

合併関係市町の協議により、選挙

区を設け、合併の日から５０日以

内に選挙を行う。 

選挙区の定数は、上記の定数を人

口（国調人口）に比例して算定し、

条例で定める。次の一般選挙時の

定数は、法定数（３４人以内）を

人口に比例して算定し、条例で定

める。 

４年 

（補欠選挙あり） 

公職選挙法 第１５条 

      第３３条 

地方自治法 第９１条 

      第９３条 

    第２５４条 

合併特例法  第６条 

① 定数は、あらかじめ関係市町の協議により、
関係市町議会の議決を要す。（合併議決の際、議
決） 
② 選挙区の設置及び定数は、関係市町の協議に
より定める。（合併議決の際、議決） 
③ 条例は、合併後職務執行者により専決処分さ
れる。 
④ 解散等で議員がすべていなくなったときは、
法定数に復帰する。（３４人以内） 

合併特例法第７条第１項（在任特

例）の規定による方法 

選挙は行わない。 

引き続き全員が在任する。 

引き続き在任する議員の数をもっ

て議員の定数とする。 
合併後２年を超えない

範囲で協議して定める

期間（補欠選挙なし） 

在任特例 
上記の特例を適用し、選挙区を設

ける方法 

選挙区を設ける条例を制定し、在

任特例期間経過後の一般選挙から

選挙区による選挙を行う。 

選挙区の定数は、法定数（３４人

以内）を人口（国調人口）に比例

して算定し、条例で定める。 
４年 

公職選挙法 第１５条 

地方自治法 第９１条 

第２５４条 

合併特例法  第７条 

 

① 定数は、あらかじめ関係市町の協議により、
関係市町議会の議決を要す。（合併議決の際、議
決） 
② 選挙区の設置について 
・合併前に設置を決める場合は、選挙区及び定
数について関係市町の協議により定める。(合
併議決の際、議決)条例は、合併後職務執行者
により専決処分される。 
・合併後に設置を決める場合は、特例期間中に
選挙区の設置及び定数について条例で定め
る。 

③ 解散等で議員がすべていなくなったときは、
法定数の規定による定数まで減少する。（３４人
以内）  
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西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会の調整方針説明資料 

協 議 項 目 議会議員の定数及び任期の取扱いについて  細 項 目 

事 務 事 業 名  専門部会名 議会事務局部会 分 科 会 名 議会事務局分科会 

調 整 方 針 

 

 

４．議員の報酬等 

 

区   分 西 条 市 東 予 市 丹 原 町 小 松 町 

議   長 ４６１,０００円 ４３６，０００円 ２９７，０００円 ２７２，０００円 

副 議 長 ３９７,０００円 ３６３，０００円 ２４０，０００円 ２１８，０００円 

委 員 長 ３７０,０００円 ３３１，０００円 ２１６，０００円 １９８，０００円 

議   員 ３７０,０００円 ３２６，０００円 ２１６，０００円 １９８，０００円 

 

※参考 

他の県内各市等の状況                      平成１５年４月１日   単位：円 

団 体 名 議  長 副 議 長 議  員 

川之江市 ４５４，０００ ３７４，０００ ３４１，０００ 

伊予三島市 ４５４，０００ ３７４，０００ ３４１，０００ 

新居浜市 ５９２，０００ ５３７，０００ ４９８，０００ 

今 治 市 ５８８，０００ ５３２，０００ ４９５，０００ 

北 条 市 ４２９，０００ ３５０，０００ ３２１，０００ 

松 山 市 ７３２，０００ ６５４，０００ ６２３，０００ 

伊 予 市 ４３４，０００ ３５２，０００ ３２１，０００ 

大 洲 市 ４７１，０００ ３８３，０００ ３５１，０００ 

八幡浜市 ４４６，０００ ３６２，０００ ３３１，０００ 

宇和島市 ４６０，０００ ３９３，０００ ３７３，０００ 

全国の類似団体（平均） ５２０，０００ ４６４，７００ ４３４，５００ 

（注）１ 「全国の類似団体（平均）」欄は平成１４年４月１日現在、その他は平成１５年４月１日現在の 

    金額である。 

   ２ 「全国の類似団体」は、合併後における新市の類似団体である。 
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議会議員の定数及び任期の取扱いについて 

 

 第２５４条［人口の定義］ 

 この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の

結果による人口による。 

 新設（対等）合併する場合、合併関係市町村の議会議員はすべてその身分を失い、新市において法

令等の定めるところにより新たに選挙する必要がある。 

  しかしながら、議会議員には、合併の際、合併特例法により定数、任期について特例措置が定めら

れている。この特例は、合併市町村の議員の定数が合併関係市町村の定数の総和に比べ大幅に減少す

る場合が多いことから、激変緩和のため設けられているもので、市町村の合併に対する障害をなくし

その推進を図ると伴に、合併市町村の運営を円滑にしようとするものである。 

○公職選挙法（昭和２５年法律第１００号） 

第１５条［地方公共団体の議会の議員の選挙区］ 

６ 市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることが

できる。但し、地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）につ

いては、区の区域をもって選挙区とする。 

 この特例の適用の有無やその内容について、合併関係市町村が協議を行う必要があり、この協議に

は、合併関係市町村の議会の議決を経るものとされ、その協議が成立したときは、合併関係市町は直

ちにその内容を告示しなければならない。  

７  略  

 
議会議員の定数及び任期の取扱いに関する法令 

８ 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めな

ければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準として、地域間の均衡を

考慮して定めることができる。 

 

○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

 第９１条［市町村議会の議員の定数］ 

第３３条［一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙］  市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。 

３ 市町村の設置に因る議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第７条第６項《市町村の

設置の告示》の告示による当該市町村の設置の日から５０日以内に行う。 

２ 市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超

えない範囲内で定めなければならない。 

  一  人口２千未満の町村               １２人 

○市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）  二  人口２千以上５千未満の町村           １４人 

第６条［議会の議員の定数に関する特例］  三  人口５千以上１万未満の町村           １８人 

 新たに設置された合併関係市町村にあっては、地方自治法第９１条第２項の規定にかかわらず、合

併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期

に相当する期間に限り、同項に規定する定数の２倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の

定数を増加することができる。ただし、議員がすべてなくなったときは、その定数は、同項の規定に

よる定数に復帰するものとする。 

 四  人口１万以上２万未満の町村           ２２人 

 五  人口５万未満の市及び人口２万以上の町村     ２６人 

 六  人口５万以上１０万未満の市           ３０人 

 七  人口１０万以上２０万未満の市          ３４人 

 八  人口２０万以上３０万未満の市          ３８人 

  九  人口３０万以上５０万未満の市          ４６人 

２～７  略  十  人口５０万以上９０万未満の市          ５６人 

  十一 人口９０万以上の市 人口５０万を超える数が４０万を増すごとに８人を５６人に加えた

数（その数が９６人を超える場合にあっては、９６人） ８ 第１項、第２項又は第５項の協議については、合併関係市市町村の議会の議決を経るものとし、

その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。  

 第９３条［任期］ 

第７条［議会の議員の在任に関する特例］   普通地方公共団体の議会の議員の任期は、４年とする。 

 市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙権を有 

 5



 6

することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村

の議会の議員として在任することができる。この場合において、合併の際に当該市町村の議会の議員

である者の数が地方自治法第９１条の規定による定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当

該数をもって当該合併市町村の議会の議員とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなったと

きは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数にいたるまで減少するものとする。ただし、

第３項において準用する前条第５項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数

とする前第５項の規定により編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とする場合において

議員がすべてなくなったときは、この限りでない。 

 （１）新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後２年を超えない範囲で当該協議で

定める期間 

 （２）他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併関

係市町村の議会の議員の残任期間に該当する期間 

 

２ 前項の規定は、前条第１項又は第２項の協議が成立した場合には適用しない。 

 

３  略 

 

４ 前条第８項の規定は、第１項又は前項において準用する同条第５項の協議について準用する。 

 

先 例 地 の 事 例 

 

〔宇摩合併協議会〕   在任特例１年１１ヶ月 
 市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６０号）第７条第１項の規定を適用し、合併

後１年１１ヶ月間引き続き新市の議会議員として在任する。 

 議会議員の定数は、３０人とする。 

 

 

〔南宇和合併協議会〕   在任特例７ヶ月 
 議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の規定を適用し、平成

１７年４月３０日まで引き続き新町の議会議員として在任する。報酬等については、５町村の長が協

議して合併までに調整する。 

 

 

〔宇和島市・吉田町・三間町・津島町合併協議会〕   在任特例７ヶ月 
 議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の規定を適用し、平成

１７年４月３０日まで引き続き新市の議会議員として在任する。 

〔かみうけな合併協議会〕   在任特例１年９ヶ月 
 議会議員の任期については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の規定を適用し、

平成１８年４月３０日まで引き続き新町の議会議員として在任する。 

 選挙区については、新町において在任特例制度適用期間中に検討する。 

 

 

〔内子町・五十崎町合併協議会〕   在任特例７ヶ月 
 議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の規定を適用し、平成

１７年４月３０日まで引き続き新町の議会議員として在任する。 

 合併後、最初の一般選挙における定数は１８名とし、選挙区については、全町一区とするものとす

る。 

 報酬の額については、同規模の自治体の例をもとに、合併までに調整する。 

 

 

〔東宇和・三瓶町合併協議会〕   定数特例３１人（法定数２６人＋各団体１名ずつ） 
 新市の議会の議員の定数は、市町村の合併の特例に関する法律第６条第１項を適用し、３１人とす

る。 

 新市においては、合併前の全ての関係町の区域ごとに公職選挙法第１５条第６項に規定する選挙区

を設けることとし、各選挙区の定数は次のとおりとする。 

     明浜町の区域   ４人 

     宇和町の区域  １０人 

     野村町の区域   ７人 

     城川町の区域   ４人 

     三瓶町の区域   ６人 

 報酬の額は、宇和町の報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。 

 

 

〔今治市及び越智郡１１か町村合併協議会〕   特例適用なし 
 市町村議会議員の任期及び定数に関し、市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）

第７条第１項の規定を適用しない。 

 議会議員については、地方自治法第９１条第２項第７号の規定を適用し、定数を３４人とする。 

 選挙区については、全市域で１選挙区とする。 

 


